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「ともに助け合い、誰もがいきいきと 

快適に暮らせる、心地よいまち 秋田市」 

を目指して 

 

秋田市では、高齢者自らの生きがいづくりと社会参加を促進し、社会の支え手として役割を担

い活躍できるエイジフレンドリーシティ（高齢者に優しい都市）の実現や、障がいの有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え合い共生する社会の実現により、高齢者や

障がい者、妊婦、子育て中の親や子どもなど、誰もが安心して暮らせる社会を目指しております。 

このような社会を実現するためには、高齢者、障がい者等が社会参加できる環境を構築するこ

とが重要であり、社会参加の手段である移動や施設利用等のバリアフリー環境を整備することが

不可欠と考えております。 

これまで本市においては、平成１６年より、秋田駅周辺等の個別地区において、道路や公園、交

通安全施設等のバリアフリー化を促進するとともに、市民一人ひとりが支え合いの精神をもち、高

齢者や障がい者等に対する理解を深める「心のバリアフリー」の推進により、一定の成果を上げて

きました。しかしながら、高齢化の進展にともなう社会構造の変化やノーマライゼーションの理念の

浸透等により、これまで以上にバリアフリー化に対するニーズは高まってきております。 

このたび策定した「秋田市バリアフリーマスタープラン」は、市全域における移動等のバリアフリ

ー化の方針を示すことにより、一層のバリアフリー化を促進するとともに、引き続き、「心のバリアフ

リー」を推進することで、高齢者や障がい者のみならず、すべての市民が暮らしやすい社会の形成

へとつなげ、ひいては秋田市のさらなる魅力向上に寄与するものと考えております。 

市民や関係団体、事業者の皆様には、今後とも、本市が進めるバリアフリーの取組にご理解を

いただくとともに、「ともに助け合い、誰もがいきいきと快適に暮らせる、心地よいまち 秋田市」の

実現に向けて、積極的に関わっていただければ幸いです。 

結びに、本マスタープランの策定にあたり、ご尽力いただきました秋田市バリアフリー協議会委

員の皆様をはじめ、アンケート調査などにご協力いただきました市民や関係団体の皆様に心から

感謝申し上げます。 
 
 
 
令和４年３月 

秋田市長  穂 積   志    
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本計画において※印のある用語については、P７９以降の用語説明において、その概要を

説明しています。 


